
令和元年度　市民還元事業の概要

ごみ分別の徹底については，スマートフォンで利用できるごみ分別アプリを

広く普及します。また，市民に対する3Ｒ意識の啓発を強化します。

①ごみ分別アプリの普及

②広報紙の発行 サイチョプレス（年７回）

(1) 分別意識の向上と啓発

(6) 古紙資源化の一層の推進②広報紙の発行 サイチョプレス（年７回）

クリーンにいがた推進員への研修会，施設見学会などを実施します。

○ 自治会・町内会への報奨金，施設見学会経費など

(2) クリーンにいがた推進員育成事業

(7) 家庭系生ごみ減量化の推進

－１－



(13) ごみ出し支援

市内各所で家庭から排出される廃食用油を回収し，飼料などの原料として

再生利用することにより，家庭ごみの減量・資源化を推進します。

(10) バイオマス利活用

 対象　：　市民，小・中学生

 グリーンカーテンつくり方講座開催，省エネ等講師の派遣，省エネキャンペーンによる啓発

 ③地球温暖化対策
　実行計画推進事業

廃食用油の拠点回収 市役所や区役所等の公共施設において家庭から排出される

廃食用油を回収

廃食用油の自治会回収 回収を実施する地域コミュニティ協議会や自治会・町内会等に

対し，回収実績に応じた支援金(20円/ )を交付

省エネの取り組みや環境講座への参加など市民の自主的な行動にポイントを発行し，

低炭素型ライフスタイルの普及拡大を図ります。

(11) にいがた未来ポイント事業
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